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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 【 請 求 項 】 　 ス ク リ ー ン 上 に 表 示 さ れ た 部 品 の 画 像 と 共 に 寸 法 情 報 を 表 示 す る た め
の 方 法 に し て 、 前 記 寸 法 情 報 は 前 記 部 品 の 特 徴 に 関 連 し 、 前 記 方 法 は 以 下 の 工 程 を 含 む ；
　 前 記 部 品 の 前 記 表 示 さ れ た 画 像 の 現 在 画 面 を 決 定 し 、 且 つ 、 前 記 現 在 画 面 に 基 づ い て 前
記 ス ク リ ー ン 上 で 前 記 特 徴 の う ち の ど れ が 観 察 可 能 で あ る か を 決 定 す る 工 程 ；
　 前 記 部 品 の 前 記 表 示 さ れ た 画 像 と 共 に 、 前 記 ス ク リ ー ン 上 で 観 察 可 能 で あ る と 決 定 さ れ
た 前 記 部 品 の 各 特 徴 の み に つ い て の 寸 法 情 報 を 前 記 ス ク リ ー ン 上 に 選 択 的 に 表 示 す る 工 程
。
　 　 【 請 求 項 】 　 請 求 項 に よ る 方 法 に し て 、 そ れ は 更 に 、 前 記 部 品 に 関 連 す る 曲 げ モ
デ ル デ ー タ へ ア ク セ ス し 、 前 記 曲 げ モ デ ル デ ー タ に 基 づ い て 、 前 記 部 品 の 前 記 特 徴 の そ れ
ぞ れ に つ い て の 寸 法 情 報 を 表 示 す る た め の 前 記 画 面 上 の 全 て の 可 能 な 位 置 を 決 定 す る 。
　 　 【 請 求 項 】 　 請 求 項 に よ る 方 法 に し て 、 前 記 選 択 的 に 表 示 す る 操 作 は 、 所 定 の ヒ
ュ ー リ ス テ ィ ッ ク を 適 用 し 前 記 全 て の 可 能 な 位 置 に 基 づ い て 前 記 可 視 の 特 徴 の 寸 法 情 報 を
表 示 す る た め の 場 所 を 決 定 す る 操 作 を 含 む 。
　 　 【 請 求 項 】 　 請 求 項 に よ る 方 法 に し て 、 前 記 選 択 的 表 示 操 作 は 、 前 記 部 品 の 所 定
の 特 徴 の み の 寸 法 情 報 を 表 示 す る 自 動 寸 法 付 け 操 作 を 含 み 前 記 寸 法 情 報 は 可 視 で あ る と 判
断 さ れ た 前 記 所 定 の 特 徴 に つ い て の み 表 示 さ れ る 。
　 　 【 請 求 項 】 　 請 求 項 に よ る 方 法 に し て 、 前 記 所 定 の 特 徴 の 寸 法 情 報 は 、 前 記 部 品
の 各 曲 げ 線 に つ い て の 曲 げ 線 長 さ 及 び 曲 げ 角 度 、 及 び 前 記 部 品 の 各 フ ラ ン ジ 部 の フ ラ ン ジ
長 さ を 備 え る 。
　 　 【 請 求 項 】 　 請 求 項 に よ る 方 法 に し て 、 前 記 部 品 の 表 示 さ れ た 画 像 は ３ 次 元 座 標
空 間 に お け る 前 記 部 品 の 表 現 を 備 え る 。
　 　 【 請 求 項 】 　 ス ク リ ー ン 上 に 表 示 さ れ た 部 品 の 画 像 と 共 に 寸 法 情 報 を 表 示 す る た め
の シ ス テ ム に し て 、 前 記 寸 法 情 報 は 前 記 部 品 の 特 徴 に 関 連 し 前 記 シ ス テ ム は 以 下 を 含 む ；
　 前 記 部 品 の 前 記 表 示 さ れ た 画 像 の 現 在 姿 （ ビ ュ ー ） を 決 定 し 且 つ 前 記 現 在 姿 （ ビ ュ ー ）
に 基 づ い て 前 記 ス ク リ ー ン 上 で 前 記 特 徴 の う ち の い ず れ が 可 視 で あ る か を 決 定 す る シ ス テ
ム ；
　 前 記 部 品 の 前 記 表 示 さ れ た 画 像 と 共 に 前 記 ス ク リ ー ン 上 に 前 記 ス ク リ ー ン 上 で 観 察 可 能
で あ る と 決 定 さ れ た 前 記 部 品 の 前 記 特 徴 の み に つ い て の 寸 法 情 報 を 選 択 的 に 表 示 す る シ ス
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テ ム 。
　 　 【 請 求 項 】 　 請 求 項 に よ る シ ス テ ム に し て 、 そ れ は 更 に 、 前 記 部 品 に 関 連 す る 曲
げ モ デ ル デ ー タ へ ア ク セ ス す る た め の ア ク セ ス シ ス テ ム と 、 前 記 曲 げ モ デ ル デ ー タ に 基 づ
い て 、 前 記 部 品 の 前 記 特 徴 の そ れ ぞ れ に つ い て の 寸 法 情 報 を 表 示 す る た め の ス ク リ ー ン 上
の 全 て の 可 能 な 位 置 を 決 定 す る シ ス テ ム と を 含 み 、 前 記 選 択 的 表 示 装 置 は 、 所 定 の ヒ ュ ー
リ ス テ ィ ッ ク を 適 用 し 、 前 記 可 能 な 位 置 に 基 づ い て 、 前 記 観 察 可 能 な 特 徴 の 寸 法 情 報 を 表
示 す る 場 所 を 決 定 す る 方 法 を 有 す る 。
　 　 【 請 求 項 】 　 請 求 項 に よ る シ ス テ ム に し て 、 前 記 選 択 的 表 示 シ ス テ ム は 、 自 動 寸
法 付 け 操 作 を 行 な い 、 前 記 部 品 の 所 定 の 特 徴 の 寸 法 情 報 の み 表 示 し 従 っ て 前 記 所 定 の 特 徴
の 前 記 寸 法 情 報 は 観 察 可 能 で あ る と 判 断 さ れ た 所 定 の 特 徴 に つ い て の み 表 示 さ れ る 。
　 　 【 請 求 項 】 　 請 求 項 に よ る シ ス テ ム に し て 、 前 記 選 択 的 表 示 シ ス テ ム は 、 前 記
部 品 の 特 徴 に 関 連 す る ユ ー ザ に よ り 選 択 さ れ た 寸 法 情 報 を 表 示 す る た め の 手 動 寸 法 付 け 操
作 を 次 の よ う に 行 な う 。 即 ち 、 前 記 ユ ー ザ に よ り 選 択 さ れ た 寸 法 情 報 の 各 々 は 観 察 可 能 で
あ る と 決 定 さ れ た 前 記 部 品 の 前 記 特 徴 に つ い て の み 表 示 さ れ る 。
　 　 【 請 求 項 】 　 ス ク リ ー ン 上 に 表 示 さ れ た 部 品 の 画 像 と 共 に 当 該 部 品 の 特 徴 に 関 連
し た 寸 法 情 報 を 表 示 す る た め の プ ロ グ ラ ム を 記 憶 し た 記 憶 媒 体 （ メ モ リ ） に し て 、
　 前 記 プ ロ グ ラ ム は コ ン ピ ュ ー タ に 、
　 前 記 部 品 の 前 記 表 示 さ れ た 画 像 の 現 在 画 面 を 決 定 し 、 且 つ 、 前 記 現 在 画 面 に 基 づ い て 前
記 ス ク リ ー ン 上 で 前 記 特 徴 の う ち の ど れ が 観 察 可 能 で あ る か を 決 定 す る 工 程 ； 及 び
　 前 記 部 品 の 前 記 表 示 さ れ た 画 像 と 共 に 、 前 記 ス ク リ ー ン 上 で 観 察 可 能 で あ る と 決 定 さ れ
た 前 記 部 品 の 各 特 徴 の み に つ い て の 寸 法 情 報 を 前 記 ス ク リ ー ン 上 に 選 択 的 に 表 示 す る 工 程
；
　 を 実 行 さ せ る こ と を 特 徴 と す る プ ロ グ ラ ム を 記 憶 し た 記 憶 媒 体 （ メ モ リ ） 。
　 　 【 請 求 項 】 　 ス ク リ ー ン 上 に 表 示 さ れ た 部 品 の 画 像 と 共 に 当 該 部 品 の 特 徴 に 関 連
し た 寸 法 情 報 を 表 示 す る た め の プ ロ グ ラ ム を 記 憶 し た 記 憶 媒 体 （ メ モ リ ） に し て 、
前 記 プ ロ グ ラ ム は コ ン ピ ュ ー タ を 、
　 前 記 部 品 の 前 記 表 示 さ れ た 画 像 の 現 在 姿 （ ビ ュ ー ） を 決 定 し 且 つ 前 記 現 在 姿 （ ビ ュ ー ）
に 基 づ い て 前 記 ス ク リ ー ン 上 で 前 記 特 徴 の う ち の い ず れ が 可 視 で あ る か を 決 定 す る シ ス テ
ム ； 及 び
　 前 記 部 品 の 前 記 表 示 さ れ た 画 像 と 共 に 前 記 ス ク リ ー ン 上 に 前 記 ス ク リ ー ン 上 で 観 察 可 能
で あ る と 決 定 さ れ た 前 記 部 品 の 前 記 特 徴 の み に つ い て の 寸 法 情 報 を 選 択 的 に 表 示 す る シ ス
テ ム ；
　 と し て 機 能 さ せ る こ と を 特 徴 と す る プ ロ グ ラ ム を 記 憶 し た 記 憶 媒 体 （ メ モ リ ） 。
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